
昭
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五
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八
年
三
月
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十
九
日
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（
質
問
の 

一
五
） 

答

弁

第

一

五

号 

   

衆
議
院
議
員
勝
間
田
清
一
君
提
出
地
方
自
治
法
第
二
百
九
十
四
条
に
お
け
る
財
産
区
の
権
能
に
関
す
る
質
問
に

対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
九
八
第
一
五
号 

昭
和
五
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

衆

議

院

議

長 
福 

 

田 
 
 

一 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

中 

曽 

根 

康 

弘 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
勝
間
田
清
一
君
提
出
地
方
自
治
法
第
二
百
九
十
四
条
に
お
け
る
財
産
区
の
権
能
に
関 

す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
及
び
二
に
つ
い
て 

財
産
区
が
新
た
に
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
財
産
は
、
当
該
財
産
区
の
本
来
の
目
的
及
び
性
格
か
ら
許
さ
れ

る
範
囲
内
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
当
該
財
産
区
が
交
換
し
よ
う
と
す
る
財
産
又
は
当
該
財
産
区
が

処
分
し
た
財
産
と
同
一
種
類
の
財
産
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。 

三
に
つ
い
て 

財
産
区
は
、
当
該
財
産
区
の
本
来
の
目
的
及
び
性
格
に
反
し
な
い
限
り
、
当
該
財
産
区
が
有
す
る
財
産
の
管

理
又
は
処
分
に
よ
り
生
じ
た
現
金
を
も
つ
て
財
産
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




